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地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、久万高原町長職務執行者から次のとおり字の名称を

変更する旨の届出があった。
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変 更 前 変 更 後

大字東明神 東明神

大字西明神 西明神

大字入野 入野

大字久万町 久万

大字上野尻 上野尻

大字下野尻 下野尻

大字菅生 菅生

大字上畑野川 上畑野川

大字下畑野川 下畑野川

大字直瀬 直瀬

大字露峰 露峰

大字二名 二名

大字父野川 父野川

大字柳井川 柳井川

大字中津 中津

大字西谷 西谷
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